
 

公 告 

 

次の通り、企画競争について公告します。 

令和 6年 9月 6日 

 

全国健康保険協会理事長 北川 博康 

 

１ 企画競争に付する事項 

外部有識者を活用した委託研究の調達  

 

２ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（1） 全国健康保険協会会計細則第 30条及び第 31条の規定に該当しない者であること 

（2） 次の事項に該当する者は、企画競争に参加させないことがある。 

①資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

②経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

（3） 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 

（4） 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中で

ないこと。 

（5） 厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の適用を受けている

者にあっては、直近１年間について保険料の未納がない者、健康保険組合等の適

用を受けている者にあっては、直近１年間について厚生年金保険料に未納がない

者であること。また、厚生年金保険の適用を受けない場合は、事業主が直近１年

間について国民年金の未加入及び国民年金保険料の未納がない者であること。 

（6） 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

（7） その他公募要領及び委託研究契約事務処理説明書に記載する資格を満たすもので

あること。 

 

３ 契約候補者の選定 

「企画競争説明書」に基づき提出された研究提案書等について評価を行い、本事業の

趣旨に合致し、かつ評価の高い企画書等を提出したものを選定し、契約候補者とする。 

 

４ 企画競争説明書を交付する日時及び場所 

（1） 日  時 令和 6年 9月 6日から令和 6年 11月 7日 17時 00分まで 

（2） 場  所 東京都新宿区四谷 1-6-1 YOTSUYA TOWER6階 

     全国健康保険協会本部 経理グループ（担当）上野 

     電話 03-6680-8199 

※原則、上記窓口にて電子データ（ＣＤ-Ｒ）を直接交付する。なお、

郵送による交付を希望する者は依頼書をＦＡＸのうえ、交付依頼を行

うこと。 



 

５ 企画競争説明書等に関する質問の受付 

（1） 受 付 先 〒160-8507 東京都新宿区四谷 1-6-1 YOTSUYA TOWER 6階 

全国健康保険協会本部 企画部 調査分析・研究グループ 

（担当）長谷川、馬場、吉田 

     電話 03-6680-8476  FAX 03-6680-8899 

（2） 受付期間 令和 6年 11月 1日 17時 00分まで 

（3） 回  答 質問は原則電子メールで受け付ける。 

     連絡先については上記４にて配布する資料による。 

 

６ 研究提案書等の提出期限等 

（1） 提出期限 令和 6年 11月 8日 12時 00分まで 

（2） 提 出 先 ５（1）と同じ 

（3） 提出方法 郵送または直接持参とする（郵送の場合は必着） 

 

７ 研究課題の概要及び採択件数 

(1) 研究課題 

    協会指定のテーマ 

 ①「就労と治療の両立支援に関連した指標」の検討に向けた分析 

 ②医薬品に関する分析（抗菌薬、長期収載品、バイオシミラー、フォーミュラリ 

  等） 

 ③レセプトデータを活用した、効率的・効果的で質の高い医療の提供に関する分 

  析及び地域別の傾向分析 

(2) 採択件数 

３件程度 

 

８ 評価の実施 

本事業における研究課題の採択に当たっては、実施の必要性、目標や計画の妥当性

を把握し、予算等の配分の意思決定を行うため、外部の有識者等の中から協会理事長

が指名する有識者による事前評価（審査）を実施する。当該外部評価者による評価結

果を踏まえ、協会内に役職員からなる評価委員会を設け、公募要領に基づき提出され

た研究提案書等について評価を行う。 

（1） 書面審査等実施期間 令和 6年 11月～令和 7年 1月（予定） 

（2） 採択可否の通知 令和 7年 2月下旬（予定） 

 

９ 研究提案書等の無効 

公募要領等に示した参加資格を満たさない者、その他の参加の条件に違反した者の研

究提案書等は無効とする。 

 

１０ その他 



詳細は、「企画競争説明書」による。 

【参考】全国健康保険協会会計細則（一部抜粋） 

（競争に参加させることができない者） 

第 30条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させるこ

とができない。 

(1) 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

(2) 破産者で復権を得ない者。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2条第 2号に掲げる者 

 

（競争に参加させないことができる者） 

第 31条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その

事実があった後３年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるも

のとする。 

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(4) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

(6) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったことにより３年以内の期間を定

めて競争に参加させないこととされている者を、その期間、代理人、支配

人その他の使用人といて使用した者 

２ 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者

についても競争に参加させないことができる。 

３ 第１項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めると

ころによる。 

 

  



別添 

企画競争説明書送付依頼書 
 

（外部有識者を活用した委託研究の調達） 

 
 

 標記案件に係る企画競争説明書を以下の住所にお送りください。 

 

 

 

【送付先】 
 

法人名又は商号（必須）：                                            

 

担  当  者  名（必須）：                                            

 

郵 便 番 号：                

 

住     所：                                                   

 

メールアドレス：             ＠            

 

電話番号（必須）：          FAX 番号：                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼先 

全国健康保険協会本部 経理グループ 契約担当者宛 

FAX：03-6680-8898 


